令和7年度家庭的保育事業等指導監査実施計画


１．基本方針
　家庭的保育事業を行う事業所に対して、児童福祉法並びに宮古島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「基準条例」という。）等の適合状況を把握し、改善の必要がある場合に指導・助言を行うことにより、適正な事業の運営の確保を図ることを目的とする。
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２．対象事業
（１）家庭的保育事業
（２）小規模保育事業

３．指導監査の種類
（１）一般指導監査
　　　　関係法令・通知及び宮古島市家庭的保育事業等指導監査実施要綱に基づき、１年に１回以上実地により実施する。
　　　　なお、新たに開設した事業所については、開設設年度又は次年度の早期に実施するものとする。（原則として、９月末までに開設した事業所は開設年度に、１０月以降に開設した事業所は次年度の早期に実施する。）
（２）特別指導監査
　　　　事業の運営等に問題が認められる事業所を対象に実施する。

４．指導監査の重点事項
　　　国の通知等を踏まえ、以下を令和7年度の重点項目とする。
（１）保育所保育指針の取り組みは、適切に行われているか。
（２）職員の労働条件の改善等に配慮した定着促進及び離職防止の取り組みは、適切に行われているか。
（３）配置基準に基づく保育士及び保育従事者の配置が行われているか。
（４）職員給与規程等の整備及び運用を適正に行い、職員の処遇改善向上が図られる取り組みを行っているか。
（５）会計・経理処理は、経理規定に基づいて適正に行われているか。
（６）新設事業所の施設運営は、適正に行われているか。
（７）危険箇所が適正に対処され、子どもへの安全対策が行われているか。

５．対象施設
（１）家庭的保育事業所
　　　①ひまわり家庭保育ルーム  ②家庭的保育ルームくくる  ③COSMIC保育園
（２）小規模保育事業所
　　　①入江保育園  ②ちゅうりっぷ保育園  ③ゆめの子保育園  ④めぐみ保育園
　　　⑤保育ルーム下里  ⑥とっとこ保育園  ⑦ぽっぽ保育園
